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本指針の趣旨 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、いまだ不明な点が多い感染症であり、社会全体としての長期的
な対応が必要となることが見込まれています。このような状況下においても、本学は、大学としての使命を果
たすため、感染対策を徹底し、学内における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、教育研究
をはじめとする大学における諸活動の継続性を確保する必要があります。 
本指針は、そのために必要な留意事項等を整理し、本学における新型コロナウイルス感染症対策に対応した

大学運営の指針を示すものです。 
 
 

１ 各キャンパスの感染対策方針の決定 

キャンパス所在地における感染状況の地域特性を考慮して対策方針を決定する。 

１-１ 筑波キャンパス 

首都圏近郊という地理的特性から、東京都の感染状況及び感染症対策（自粛要請等）及び茨城県の
「茨城版コロナ Next」対策 Stage 等の対応状況を考慮して決定する。 

１-２ 東京キャンパス 

東京都の感染状況及び感染症対策を考慮して決定する。 

１-３ 遠隔地施設 

所在地の感染状況及び感染症対策を考慮して決定する。 
 

２ 本学の活動形態 

２-１ 活動形態 

本学では、当該感染症の状況を踏まえ、「授業」「研究」「学生の入構」「課外活動」「学内会議」「事務体
制」の６つの軸によって活動形態を定めている。各軸の内容の具体的な対応や取扱いについては、担当組
織において別途定める。なお、今後の感染状況等により、軸の増減を検討することがある。 

 

２-２ 活動形態の変更 

活動形態の変更については、国内や学内における感染状況、社会情勢等から、総合的に判断して決定す
るものとする。変更の際の公表は、本学ホームページ、TWINS 又は教職員専用サイトにおいて行うため、
学生・教職員にあっては、適時、最新情報を確認すること。 
 【教職員専用 HP】本学の活動形態（令和 2 年 10月 1日～） 

https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/?page_id=156792
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３ 感染防止のための学生・教職員の責務 

３-１ 感染防止のため、常に、「自分が感染しない」「他の人に感染させない」という視点で、次の行動を
とること。 
・ 毎日の検温を実施し、体調管理を徹底する。 
・ 行動履歴の自己記録を行う。 
・ 基本的な感染対策（手洗い、マスクの着用等）を励行する。 
・ 密閉空間、密集場所、密接場面の「3 つの密」を回避する。 
・ 「新しい生活様式」の実践例に倣った行動をとる。 
・ 抵抗力を高めるため、「バランスのとれた食事」、「適度な運動」、「十分な休養、睡眠」などを心がける。 
 【資料 1】厚生労働省「新しい生活様式」の実践例（2020.6.19 改定） 

 
３-２ 次に該当する者は、登校・出勤せずに自宅で待機し、「新型コロナウイルス感染が疑われる場合の
本人の行動フロー」に従い、速やかに対応部局等へ連絡すること。 
・ 発熱等の風邪症状（体調不良）がある者 
・ 保健所から濃厚接触者に特定された者 
・ 同居者が PCR 検査を受検することになった者 
・ 新型コロナウイルス感染者との接触があったことが判明した者 
（※自宅待機による、学生の対面授業・実習・試験等への取扱い及び教職員の勤務の取扱いについては 
９-３を参照。） 
 【資料 2】新型コロナウイルス感染が疑われる場合の本人の行動フロー（2020.12.24） 

 
 

４ キャンパスへの入構基準 

４-１ 入構についての基本的な原則 

４-１-１ 次に該当する場合は、入構を認めない。 
・ PCR 検査等により、新型コロナウイルスに感染していると診断されてから、厚生労働省が定

める退院や療養生活を終了する際の判断基準を満たすまでの期間。 
・ 保健所により濃厚接触者と特定され、保健所が指示する期間（感染者との最終接触日の翌日か

ら起算して 14 日間）。 
 【外部リンク】厚生労働省 新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け） 

 
４-１-２ 入構後に体調の不調を感じた者は、速やかに帰宅すること。 

 
 
 

https://www.mhlw.go.jp/content/000641913.pdf
https://www.tsukuba.ac.jp/about/antidisaster-crisismanagement/covid-19/covid-19-20200918.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-6
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q5-6
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
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４-２ 学生・教職員の場合 

・ 「３ 感染防止のための学生・教職員の責務」を遵守し、適切な感染対策を実施している者のみ、入構
を認める。 
・ 学生においては、各自がキャンパスに入構する日の直近 14 日間の健康観察記録を付け、その記録表を
担当教員（授業担当教員、指導教員等）に提示できるよう携帯すること。 

 

４-３ 学外者の場合 

・ 教育や研究の打合せ等のため来学する者については、事前に受入担当部局と調整した上で、体調管理
（毎日の検温を実施する等）されており、来学時に体調不良でないことを確認した場合に入構を認める。 

・ 定期的・日常的に物品や装置の納品、設備等の修理・点検保守作業のため入構する事業者については、
状況に応じた対応が講じられていることを確認した上で、認めることとする。 

・ 受入担当部局は、入構後に学外者の体調不良を把握した際には、速やかに感染リスクを下げる対応を
とること。 

 

５ 海外からの帰国者・入国者について                                         

５-１ 海外からの帰国者・入国者の対応 
海外からの帰国者・入国者の対応や入構の判断については、政府の実施する水際対策に基づき実施する。

水際対策については、随時、外務省及び厚生労働省等のホームページで最新の情報を確認すること。 
 【資料 3】厚生労働省 水際対策強化の全体像（2020.9.16 改定） 
 【外部リンク】外務省 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について 
 【外部リンク】厚生労働省 水際対策の抜本的強化に関する Q&A 

 

５-２ 海外から帰国・入国した者と同居している場合 

全ての国・地域から帰国・入国した家族等と同居する学生・教職員は、当該家族等の帰国・入国の翌日
から起算して 14 日間は、やむを得ない場合を除き、自宅待機（※９-３を参照）すること。 

 

６ 海外渡航について                                              

６-１ 渡航制限 
本学構成員の海外渡航（出張等）については、「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に

関する指針（令和 2 年 12 月 17 日改正）」に基づき、外務省が発出する危険情報及び感染症危険情報の危険
レベルに応じて、以下のとおりとする。 
海外へ渡航中の本学構成員については、学生は支援室学生担当係に、教職員は所属部局の総務担当係に

電話又は電子メールで、現在の状況（健康状態、帰国予定等）を定期的に報告すること。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000673027.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000673027.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000673027.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
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〇外務省が発出する危険情報及び感染症危険情報（４つのカテゴリー）に基づく措置 

外務省が発出する 
危険情報及び 
感染症危険情報 

派遣・渡航（滞在中を含む）についての本学の対応 

学生 教職員 

レベル４ 直ちに取り止める 直ちに取り止める 

レベル３ 取り止める 取り止める 

レベル２ 取り止める 
不要不急の渡航は取り止め、 
渡航計画の見直しを行う 

レベル１ 細心の注意を払う 細心の注意を払う 

 【資料 4】海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針（令和 2 年 12 月 17 日改正）  

 【資料 5（教職員専用 HP）】海外渡航に関する注意喚起について（令和 2年 12 月 4日） 
 【外部リンク】外務省 外務省海外安全ホームページ 

 
 

６-２ 入国制限措置等 
日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限については、外務

省海外安全ホームページで最新の情報を確認すること。 
 【外部リンク】外務省 新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入
国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置 

 
 

６-３ 政府の水際対策 
政府において、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策が実施されているため、随時、外務省及び

厚生労働省等のホームページで最新の情報を確認すること。 
 【資料 3】厚生労働省 水際対策強化の全体像（2020.9.16 改定） 
 【外部リンク】外務省 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について 
 【外部リンク】厚生労働省 水際対策の抜本的強化に関する Q&A 

 
 

６-４ 海外安全危機管理のための各種届出等  
海外で災害・テロ・感染症発生等の緊急事態が発生した際、当該地域へ渡航中の安否確認を迅速に行う

ため、外務省の渡航登録サービス（在留届もしくはたびレジ）へ登録すること。学生は、目的のいかんに
関わらず海外渡航システム（TRIP）による海外渡航手続きを行うこと。教職員は、出張等、私事以外の理
由によって海外に渡航する際は、海外渡航システム（TRIP）による海外渡航手続きを行うこと。 
 【筑波大学公式 HP】海外安全危機管理 
 【外部リンク】外務省 渡航登録サービス 

https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/go-abroad-stay/safety/pdf/otn-sisin.pdf
https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/?p=160559
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000673027.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000673027.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000673027.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/go-abroad-stay/safety/
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
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７ 施設管理上の感染防止対策 

７-１ 施設の管理者（管理組織）は次の感染防止策を講じること。 
・ 密閉空間、密集場所、密接場面の「3 つの密」を回避する。 
・ 建物内の教室、会議室等の換気状況等から感染リスクが高い施設を調査し、必要に応じて改善措置を

講じる。 
・ 身体的距離（1ｍ～2ｍ）を確保した上で、各室の最大収容可能人数を把握する。 
・ こまめな換気、共用部分の消毒を実施する。 
・ 建物及び部屋の入口等、人の往来が多い場所には、適宜手指消毒剤を設置する。 
・ 人が集まる場所（教室・図書館・サテライト室・食堂等）には、入退室の導線、座席の制限等を表示

する。 
・ 食堂等においては、会話による飛沫が発生しやすく、特に感染リスクが高い環境にあるため、人と人

との十分な間隔を確保し、消毒等を徹底する。また、利用者へも、近距離での会話や大声での会話の
自粛を要請する。 

 【資料 6】厚生労働省、経済産業省、消費者庁 新型コロナウイルス対策ポスター 
「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」 

 【外部リンク】厚生労働省 感染拡大防止と医療提供体制の整備―クラスター対策― 
 
 

７-２ 施設の利用者は次の感染防止策を講じること。 
・ 各施設の使用については、管理を担当する組織に利用上の条件や留意事項等を確認し、その指示に従

う。 
・ 食堂等を利用する際は、特に感染リスクが高い環境にあるため、人と人との十分な間隔を確保し、近

距離での会話や大声での会話を自粛する。 
 
 
 

８ 大学の諸活動における感染拡大の防止 

８-１ 授業 

本学の活動形態及び「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた対面授業実施のためのガイドライン
（2020.10.21 改定）」に基づき、感染対策を講じること。 
 【教職員専用 HP】本学の活動形態（令和 2 年 10月 1日～） 
 【資料 7（教職員専用 HP）】新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた対面授業実施のためのガイド
ライン（2020.10.21改定） 

 
 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000645359.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kansenkakudaiboushi-iryouteikyou.html#h2_6
https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/?page_id=156792
https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/0fedc21040d9d0f846e5cb2081c873c4.pdf
https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/0fedc21040d9d0f846e5cb2081c873c4.pdf
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８-２ 研究 

本学の活動形態に基づき、感染対策を講じること。 
 【教職員専用 HP】本学の活動形態（令和 2 年 10月 1日～） 
 【外部リンク】文部科学省 感染拡大の防止と研究活動の両立に向けたガイドライン（改訂）（令和

2年 10月 6日） 
 

８-３ 入学試験 

大学入学共通テスト、個別学力検査等の実施にあたっては、「新型コロナウイルス感染症に対応した試験
実施のガイドライン（令和２年６月 19 日付け大学入学者選抜方法の改善に関する協議決定）」に基づき、
感染予防対策等を行うものとする。 
 【資料 8】新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン（P27～35）（令和２年６月 19
日付け大学入学者選抜方法の改善に関する協議決定） 

 

８-４ 課外活動 

本学の活動形態及び「筑波大学課外活動における団体活動開始ガイドライン（令和２年１０月 1 日）」に
基づき感染対策を講じること。 
 【教職員専用 HP】本学の活動形態（令和 2 年 10月 1日～） 
 【資料 9】筑波大学課外活動における団体活動開始ガイドライン（令和２年 10 月 1日） 
 

８-５ 式典・イベント等の開催 

主催者（主催組織）は次の事項を実施すること。 
８-５-１ 開催の検討 

・ 催物等の開催について、各キャンパス所在地における感染状況や感染拡大リスク等を踏まえ、
開催の必要性を検討すること。 

８-５-２ 感染対策 
・ 催物等の規模に関わらず、密閉空間・密集場所・密接場面の「3 つの密」を回避すること。 
・ 身体的距離の確保、マスクの着用、体調管理の徹底等、基本的な感染防止策を講じること。 
・ その他、催物等の態様（屋内か屋外か、全学的か小規模か等）や種別（講演会、展示会、スポ

ーツの試合や大会等）に応じて、講じるべき感染防止策を検討すること。 
・ 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA 等)を活用すること。 

 【資料 1】厚生労働省「新しい生活様式」の実践例（2020.6.19 改定） 
 【外部リンク】厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) 

 
 

https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/?page_id=156792
https://www.mext.go.jp/content/20201007_mxt_kouhou01_mext_00028_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20201007_mxt_kouhou01_mext_00028_01.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/mxt_kouhou02-20200619_1.pdf#page=29
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/mxt_kouhou02-20200619_1.pdf#page=29
https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/?page_id=156792
https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/activity-unions-circles/index.html#activity-start
https://www.mhlw.go.jp/content/000641913.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
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９ 本学構成員に新型コロナウイルス感染が疑われた場合の対応 

９-１ 新型コロナウイルス感染が疑われる本人の行動 

本学構成員が、次の項目に該当した場合、「新型コロナウイルス感染が疑われる場合の本人の行動フロー」
に従い行動する。 
・発熱等の風邪症状（体調不良）がある場合 
・保健所から濃厚接触者に特定された場合 
・同居者が PCR 検査を受検することになった場合 
・新型コロナウイルス感染者との接触があったことが判明した場合 
 【資料 2】新型コロナウイルス感染が疑われる場合の本人の行動フロー（2020.12.24） 

 

９-２ 各部局の対応 

本学構成員から、新型コロナウイルス感染の疑いがある旨の報告を受けた場合、当該構成員の所属する
組織は、「新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対応マニュアル」に従い行動する。特に、様式 1・2 の
取り扱いには十分注意すること。 
 【資料 10（教職員専用 HP）】新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対応マニュアル（2020.9.17） 

 

９-３ 学生・教職員の自宅待機期間における取扱い 

新型コロナウイルス感染が疑われる場合や、海外から帰国・入国した者と同居している場合において、
自宅待機となった際には、「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた対面授業実施のためのガイドライ
ン（2020.10.21 改定）」及び「新型コロナウイルス感染症対応に係る勤務の取扱について（2021.1.4 更新）」
に基づき対応する。 
 【資料 7（教職員専用 HP）】新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた対面授業実施のためのガイド
ライン（2020.10.21改定） 

 【資料 11（教職員専用 HP）】新型コロナウイルス感染症対応に係る勤務の取扱について（2021.1.4 更新） 

 

 

１０ その他留意事項 

１０-１ 差別や偏見への対応 

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者、消防関係者（救急隊員等）に
対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されない。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静
な行動に努めること。 

 

https://www.tsukuba.ac.jp/about/antidisaster-crisismanagement/covid-19/covid-19-20200918.html
https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/09/3af64e01bed52122944a0d81fcf6d9db.pdf
https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/0fedc21040d9d0f846e5cb2081c873c4.pdf
https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/0fedc21040d9d0f846e5cb2081c873c4.pdf
https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/95ac472c2b267b9adb8a261a09cb5d48.pdf
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１１ 本指針の改定方針 

本指針は、随時見直しを重ね、内容の充実化を図る。特に、政府の方針が大幅に変更された場合や記載内容に
不足が確認された場合等に改定を検討する。 
 
 

１２ 関連リンク 

 新型コロナウイルス感染症対策（内閣府） 

 新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省） 

 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について（文部科学省） 

 海外安全情報ホームページ（外務省） 

 新型コロナウイルス感染症対策本部（首相官邸） 

 新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりができる対策を知っておこう～（首相官邸） 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報（茨城県） 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報（東京都） 

https://corona.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.pref.ibaraki.jp/1saigai/2019-ncov/index.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/news/2019-ncov.html
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